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OMIC Food Safety Newsletter No. 517 November 13, 2020 
日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 
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★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 
モニタリング検査の追加(違反による強化または検査命令解除による引下げ：検査頻度 30％)  

      （2020年 10月下旬～11月上旬） 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

10/28 

オランダ産 

ピーマン 

(パプリカを含む) 

テフルベンズロン 強化 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000688842.pdf 

（基準値 0.01 mg/kg - ppm） 

10/30 
アルゼンチン産 

チアシード 
アフラトキシン 引下げ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690247.pdf 

（基準値 10 μg/kg – ppb） 

11/2 
グアテマラ産 

バナナ 
ピリプロキシフェン 強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690785.pdf 

（基準値 0.01 mg/kg – ppm） 

11/2 中国産にんじん ジメトモルフ 強化 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690785.pdf 

（基準値 0.01 mg/kg – ppm） 

 

★ RASFF マンスリーレポート 

EU におけるタイ産食品の違反情報               （2020年 10 月下旬） 

日付 届出国 届出理由 通知タイプ 

10/22 フィンランド 
乾燥唐辛子より未承認物質エチオンの検出（1.3 

mg/kg – ppm） 
Border rejection 

10/22 イタリア 
ソフトドリンクより未承認着色料 E127 エリスロシ

ンの検出 
Border rejection 

10/23 イタリア 
調理済みイカよりカドミウムの検出（1.5 mg/kg – 

ppm） 

Information for 

attention 

10/27 イタリア 冷凍イカ足よりカドミウムの検出（3.2 mg/kg – ppm） 
Information for 

attention 

10/28 ベルギー 
にらよりシペルメトリン（3.7 mg/kg – ppm）及び

ルフェヌロン（0.15 mg/kg – ppm）の検出 

Information for 

attention 

 

★ 厚生労働省 令和元年度における「輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果」公表 
日本の厚生労働省は令和元年度における輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果及び輸入食品監

視統計を公表しました。 

令和元年度の輸入届出件数は約 254 万件であり、輸入届出重量は約 3,327 万トンでした。届出に対し

て 217,216 件（約 8.6%）の検査を実施し、このうち 763 件（全検査数における 0.35%）を法違反とし

て、積み戻し又は廃棄等の措置を講じています。 

国別の届出件数では、中国(33.1%：総届出件数に対する割合)が最も多く、次いでアメリカ (8.9%)、フ

ランス(8.6%)、タイ王国 (6.6%)の順でとなっています。それに対し、違反件数としては、中国（24.2%：

総違反件数に対する割合)、アメリカ（17.8%）、ベトナム (7.6%)、インド（5.9%）、タイ（4.8%）と

タイ産食品の違反件数は輸入件数に対して若干低い結果となっています。 

厚生労働省は違反の可能性の高い輸入食品等については、輸出国政府に対し、違反原因の究明及び再発

防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議や現地調査を通じて輸出国における衛生対策の推進を

図ったとしており、その具体例としてタイ産おくら、グリーンアスパラガス、バナナ及びマンゴーの残

留農薬などが挙げられています。 
厚生労働省：https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000663987.pdf 

 

※次号の OMIC Food Safety Newsletter No.518の発行は、2020年 11月 27日とさせて頂きます。 
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